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資料１

循環型社会形成推進基本計画の構成とスケジュールについて

１　計画の構成

　平成１４年１月の指針（別紙）を踏まえ、大きく４つの項目として、（１）循環型社会の

イメージ、（２）数値目標、（３）国の取組、（４）各主体（国民・ＮＰＯ・ＮＧＯ、事業者、

地方公共団体）の果たす役割を盛り込むことが必要ではないか。

２　個別項目の検討内容

（１）循環型社会のイメージ

　　　　　平成 14 年版循環型社会白書において提示した３つのシナリオ及びそれに対す
る国民からの意見等を参考にしつつ、イメージ（将来像）を叙述的に記述してはど

うか。また、そのような社会を達成するために必要な取組（技術、基盤整備等）、

数値目標との関係などを見るために、経済モデルによる試算を行ってはどうか。

　　　【参照：資料２】

（２）基本計画に盛り込む数値目標

　　　　　既存の数値目標（廃棄物減量化目標、個別リサイクル法の目標、エネルギーや

温暖化対策等関連分野の目標など）やマテリアル・フロー分析結果等を参考にしつ

つ、具体的な目標を設定してはどうか。

　　　【参照：資料３】

（３）国の取組

　　　　（１）の循環型社会を形成するために国の施策として、具体的にどのようなこと

を行っていくか。

　　　　【例】

　　　　　■排出者責任・拡大生産者責任の考え方に基づく法制度等の施策

　　　　　　■税・課徴金、デポジット制度、ごみ処理手数料等の経済的手法

　　　　　　■静脈産業等の育成に向けて推進すべき施策

　　　　　　■廃棄物の不適正な処理の防止、処理施設整備等の適正処理の推進のための施策

　　　　　　■各主体の意識・行動改革を促す環境教育・学習の振興のための施策

　　　　　　■民間団体等の自発的活動の促進のための施策

　　　　　　■人材の育成・活用のための施策

　　　　　　■需要の転換（グリーン購入）の促進のための施策

　　　　　　■情報基盤の構築と調査の実施のための施策

　　　　　　■大学・研究機関・企業等での科学技術開発の推進のための施策
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（４）各主体の果たす役割

　　　　（１）の循環型社会を形成するために各主体に期待される役割として、具体的に

どのようなものが考えられるか。

　　　　【例】

　　　　　　■国民におけるライフスタイルの見直し等

　　　　　　■ＮＰＯ・ＮＧＯにおける環境保全活動、各活動のつなぎ役等

　　　　　　■事業者における３Ｒ・適正処分への取組、情報提供等

　　　　　　■地方公共団体における適正処分・リサイクル、コーディネーター役等

（５）その他

　　　　　基本計画の進行管理（フォローアップ）方法と実効性の確保策としてどのよう

なことを行っていくか。また、基本計画に関係個別法（個別法に基づく個別計画を

含む）及び個別施策の調整指針としての性格を持たせるために、どのようなことが

必要か。さらに、エネルギーや自然物質循環など関係施策との連携に向けてどのよ

うな配慮が必要となるか。

　　　　【例】

　　　　　　■年次報告（白書）の活用、関係予算の取りまとめ等

　　　　　　■中央環境審議会での評価・点検等

　　　　　　■個別法・個別施策の実行に向けた導入工程表の作成等

３　今後のスケジュール

　　８月２８日（水）午後１～４時　中環審循環型社会計画部会（第１１回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　／於経済産業省別館９階第９４４会議室

　　９月１７日（火）午後　　　　　中環審循環型社会計画部会（第１２回）

　　９月２４日（火）午後　　　　　中環審循環型社会計画部会（第１３回）

　１０月～　　　　　　　　　　　　地域ヒアリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　環境大臣より中環審への諮問

　　　　　　　　　　　　　　　　　中環審（循環型社会計画部会）での審議

　　　　　　　　　　　　　　　　　パブリック・コメント

　　　　　　　　　　　　　　　　　中環審より環境大臣への答申

　　　　　　　　　　　　　　　　　関係大臣への協議・閣議決定・国会報告

　平成１５年３月末　　　　　　　　循環型社会形成推進基本計画の策定・公表

　　　　　　　　　　　　　　　　　※以降、概ね５年毎に見直し
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計画の構成（イメージ図）

循環型社会のイメージ（将来像）

　■循環型社会のイメージについて叙述的に記述

　　・生活（ライフスタイルの変化等）

　　・企業活動（ビジネススタイルの変化、静脈産業の発展等）

　　・基盤整備（情報、科学技術、施設等）

数値目標

　■下記の指標を用いて具体的な目標を設定

　　・循環型社会の達成度合を測るための指標（マテリアル・フロー指標）

　　・循環型社会へ向けた各主体の施策・取組を測るための指標（取組指標）

国の取組

　■循環型社会を形成するために必要な施策を記述

　　・法制度、経済的手法、産業育成、環境教育、情報提供、基盤整備等

各主体の果たす役割

　■循環型社会を形成するために各主体に期待される役割を記述

　　・国民・ＮＰＯ・ＮＧＯ、事業者、地方公共団体に期待される役割

その他

　■基本計画の進行管理（フォローアップ）

　　・年次報告（白書）の活用、関係予算のとりまとめ

　　・中央環境審議会での評価・点検

　■基本計画の実効性の確保

　　・個別法・個別施策の実行に向けた導入工程表の作成

　■関係個別法（個別計画）及び個別施策との調整指針としての性格づけ

　■エネルギーや自然物質循環など関連施策との連携

・循環型社会の形成の達成度合を定量的に評価

・整合性の確保（経済モデル試算）

・国及び各主体の取組により、イメージの

ような循環型社会を形成

・循環型社会の形成のための施策・取組の効果

を定量的に評価

・達成に必要な取組水準（経済モデル試算）
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【別紙】

■循環型社会形成推進基本計画策定のための具体的な指針について

　　はじめに

循環型社会の形成を総合的かつ計画的に進めていくためには、環境基本法（平成５年法律

第９１号）第１５条第１項に規定する環境基本計画及び本指針に基づき、実効ある循環型社

会形成推進基本計画（以下「基本計画」という。）を策定し、この基本計画に基づき国民・

NPO（非営利組織）・NGO（非政府組織）、事業者、地方公共団体（都道府県・市町村）、
国等のすべての主体の積極的な参加と適切な役割分担の下で、適正かつ公平な費用負担に

より各種の施策を着実に講じていくことが必要である。

また、基本計画の策定にあたっては、例えば、実施を担保するための措置や施策の導入工程

表の作成など基本計画の実効性を高めるための手法を検討し、その成果をできる限り反映させ

ていくことが必要である。

　　  
　　第１ 　循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針について
　　１ 　我が国が目指す循環型社会のイメージについて

循環型社会とはどのようなものかについて広く理解が得られるように、我が国が目指す「循環

型社会」の具体的なイメージを示すことが重要である。この際、経済のグローバル化に伴う国際

的な循環や国内での地域的な循環など様々な視点での検討も必要である。

また、循環型社会の形成は、エネルギーの循環的利用や自然界における物質循環を踏まえ

た上で、社会・経済システムにおける健全な循環を考えることが必要であり、幅広い観点からの

検討を行うことが望ましい。

２ 　基本的な考え方や政策手法について
　 （１） 排出者責任

廃棄物の処理に伴う環境への負荷の低減に関し、その一義的な責任を排出者が負うという

排出者責任の考え方については、一層の徹底を図る必要があり、排出者責任の考え方に基づ

き講ずべき具体的な施策を示すものとする。

また、地域住民も日常の生活において廃棄物を排出する限り、排出者としての責務を有して

おり、その果たすべき役割についても、できる限り具体的に示すことが望ましい。

　 （２） 拡大生産者責任
製品の製造者などが物理的又は財政的に製品の使用後の段階まで一定の責任を果たすと

いう拡大生産者責任（EPR：Extended Producer Responsibility）の考え方については、今
後の循環型社会形成推進において極めて重要な考え方であり、拡大生産者責任の考え方に

基づき講ずべき具体的な施策を示すものとする。

　 （３） 対策の優先順位
特に、これまで十分な対策が講じられてこなかった発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）

の促進について、今後推進すべき具体的な施策を示すものとする。

　 （４） 経済的手法
税・課徴金、預託払戻制度（デポジット制度）、ごみ処理手数料等の経済的手法について

は、市場メカニズムを通じて、自主的な取組みを促す手法であり、具体的な施策の導入可能

性を検討し、今後推進すべき具体的な施策を示すものとする。

　 （５） 静脈産業等の育成
廃棄物収集・運搬、処分、再生利用（リサイクル）等を業とするいわゆる静脈産業のほかレン

タル・リース、修理（リペア）・維持管理（メンテナンス）等の循環型社会の形成に資する産業の育

成、静脈産業と動脈産業の有機的な一体化などは、新規産業の創造という観点のみならず雇

用創出の観点からも重要な課題であり、市場規模の拡大策等の産業育成方策について検討

し、今後推進すべき具体的な施策を示すものとする。
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　 （６） 情報の基盤整備
廃棄物等の発生量とその循環的な利用及び処分の状況など各主体が必要とする情報を迅

速かつ的確に入手し、利用できるよう、情報の基盤整備について、今後推進すべき具体的な

施策を示すものとする。

　 （７） 適正処理の推進
適正処理の推進は重要な課題であり、例えば、不法投棄対策の徹底など廃棄物の不適正

な処理の防止、廃棄物処理施設等の施設整備、施設整備のための関係者の理解促進に向

けた取組など適正処理の推進のための施策を示すものとする。

３ 　関係個別法及び個別施策との総合的・有機的な連携の基本的な方向について
循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）及び基本計画に基づき関係個

別法及び個別施策が実行されるよう、必要な調整手法や体制について、できる限り具体的に

示すものとする。

４ 　循環資源の発生、循環的な利用及び処分等の目標量について
基本計画の具体的な目標として数値目標を盛り込み、その効果を客観的に把握できるよう

にすることが必要である。

なお、具体的な指標のイメージとしては、物質収支（マテリアル・フロー）を踏まえた、ある年次

での総物質投入量・再使用量・再生利用量・廃棄物量の設定、主要な循環資源についての

回収率・リサイクル率などが考えられる。この際、量的な面のみならず、費用やエネルギーの面

や、ライフサイクル・アセスメント（LCA：Life Cycle Assessment）による評価結果も考慮する
必要がある。また、目標年次については、短期と中長期とに区分することなども考えられる。今

後、これらについて検討を行い、具体的な目標を設定するものとする。

　第２ 　循環型社会の形成に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策について
１ 　国が果たすべき役割について
国は、国民・NPO・NGO、事業者、地方公共団体等とのパートナーシップの育成を図ること
が重要であり、循環型社会の形成のための各主体の活動への支援や情報提供等を行うことが

必要である。このような考えを踏まえ、国の果たすべき役割を示すものとする。

また、国と地方公共団体の役割分担を明確化した上で、国の果たすべき役割を具体的に示

すものとする。

２ 　国が率先して実行しようとする行動について
　 （１） 環境教育・学習の振興

省資源・省エネルギーを基本としたライフスタイルの定着、リサイクル製品の購入・活用の推進

など消費者や事業者自らの意識改革・行動改革につながる施策を示すものとする。

また、各主体への環境教育・学習の浸透や環境保全活動への参加度合いなどを示す指標

について検討し、設定することが望ましい。

　 （２） 民間団体等の自発的な活動の促進
地域・学校・企業等の環境保全活動のつなぎ手として、NPO・NGOや事業者団体をはじめ
とする民間団体等の果たす役割は重要であり、自発的な活動が促進されるための施策を示す

ものとする。

　 （３） 人材の育成・活用
循環型社会の形成のために必要な人材の確保や活用、広く循環型社会の理念を伝えるコ

ーディネーター、アドバイザー等の指導者を育成することが必要であり、様々な主体における人材

の育成・活用のための施策を示すものとする。

 　 （４） 需要の転換
日常生活や経済活動を支える物品及び役務に伴う環境負荷の低減を図るため、国等によ

る率先的調達、環境物品等に関する情報の提供など、環境物品等への需要の転換を促進す

るための施策を示すものとする。
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　 （５） 情報基盤の構築と調査の実施
各主体が必要とする情報を迅速かつ的確に入手し、利用できる体制を整備することが必要

であり、廃棄物等の統計情報の速報体制の整備が必要である。また、3R（リデュース・リユース・
リサイクル）に関する情報のネットワーク化のほか正確な情報を把握するために必要な調査の実

施など情報基盤の構築と調査の実施のための施策を示すものとする。

　 （６） 科学技術の振興
科学技術の進歩は、我々の生活水準を向上させ日常生活に利便性をもたらした反面、地

球温暖化や有害化学物質等の深刻な環境問題を引き起こした。今後は、環境保全の観点

から、製品設計や生産工程に始まり、循環資源のリユース・リサイクル、廃棄物の適正処理、製

品の原材料としての使用や廃棄物処理に伴う有害化学物質の汚染対策など物のライフサイク

ルの各段階において、できる限り環境への負荷の少ない生産技術等の普及を図ることは重要な

課題となる。また、循環型社会の形成を進めるために各分野にわたり科学技術の果たす役割は

重要である。そのための大学・研究機関・企業等での科学技術開発の推進に関する施策を示

すものとする。

　第３ 　その他循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
について

　　１ 　国民・NPO・NGO、事業者、地方公共団体が果たすべき役割について
　 （１） 国民・NPO・NGO が果たすべき役割について

国民は、消費者、地域住民として、自らも排出者であることを自覚して行動するとともに、循

環型社会の形成に向けライフスタイルの見直しなどをより一層進めていくことが期待される。この

ような考えを踏まえ、消費者、地域住民としての国民が果たすべき役割を示すものとする。

また、NPO・NGO は、自ら循環型社会の形成に資する活動を行うとともに、各主体の環境
保全活動のつなぎ手としての役割を果たすことが期待される。このような考えを踏まえ、NPO・
NGO の果たすべき役割を示すものとする。

　 （２） 事業者が果たすべき役割について
事業者は、排出者責任や拡大生産者責任を踏まえた 3R、適正処分への取組、消費者と
の情報ネットワークの構築や情報公開などをより一層推進していくことが期待される。このような

考えを踏まえ、事業者の果たすべき役割を示すものとする。

　 （３） 地方公共団体が果たすべき役割について
地方公共団体は、地域づくりを推進していくうえで重要課題の一つである循環型社会を形成

するため、廃棄物の適正処分・リサイクルの実施にとどまらず、循環を軸にしたコーディネーターと

しての役割を果たすことが期待される。このような考えを踏まえ、また、国と地方公共団体の役割

分担を明確化した上で、地方公共団体の果たすべき役割を示すものとする。   
　　２ 　関連施策との有機的連携の確保のための留意事項について

循環型社会の形成に当たっては、国際的・地域的な循環、エネルギーの循環的利用や自然

界における物質循環など密接な関係にある他の施策との有機的な連携が図られるよう、必要

な配慮について示すものとする。   
　　３ 　基本計画の進行管理と実効性の確保について

基本計画の進行管理として、基本計画が個別施策へ反映されているかどうかをチェックし、施

策に十分反映させていくことが必要である。年次報告の活用や関係予算の取りまとめなど、基

本計画の進行管理のために必要な調整手法や第三者機関として中央環境審議会が評価、

点検を行うなどの体制について、できる限り具体的に示すものとする。

また、「はじめに」で記したとおり、基本計画の策定にあたっては、基本計画の実効性を高める

ための手法を検討し、その成果をできる限り反映させることとしており、これにより、基本計画の実

効性を確保するものとする。


